
 
 

【補助制度について】 

地域間幹線系統確保維持費国庫補助金（国） 

静岡県バス運行対策費補助金（県） 

 

概要 地域特性や実情に応じた最適な生活交通ネットワークを

確保・維持するため、地域間交通ネットワークを形成する

地域間幹線系統の運行について支援する。 

補助対象 

事業者 

一般乗合旅客自動車運送事業者又は地域公共交通活性化

再生法に基づく協議会 

補助対象経費 予測費用（補助対象経常費用見込額）から予測収益（経常

収益見込額）を控除した額 

ただし、補助対象経常費用の９／２０を限度とする 

 

≪補助対象経費算定方法≫ 

予測費用（事業者のキロ当たり経常費用見込額×系統毎の

実車走行キロ）－ 

予測収益（系統毎のキロ当たり経常収益見込額×系統毎の

実車走行キロ） 

 

 

補助率 ・国１／２  

・県１／２ 

主な補助要件 ・複数市町村にまたがる系統であること 

・１日当たりの計画運行回数が３回以上のもの 

・輸送量が１５人～１５０人／日と見込まれること 

・経常赤字が見込まれること 

  

 
予測費用 

補助対象 
経費 

予測収益 

欠損  
国１／２  

県１／２  
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地域間幹線系統に対する国及び県補助路線に係る協調補助について 

 

 当町を走るバス路線は、特急静岡相良線、島田静波線、藤枝相良線の３つの路線がある。

その内、島田静波線、藤枝相良線については、バス事業者単独での運行が困難との申し出が

あった。申し出のあった２路線を維持するため、地域公共交通確保維持改善事業（地域間幹

線系統確保維持費国庫補助金）、静岡県バス運行対策費補助金による支援に加え、その路線

を走る市町による補助を例年行っている。 

 町民の通勤、通学、通院、買い物等日常生活に必要な交通手段を確保するために路線バス

事業者、関係市町と連携し利用促進を図り、運行に欠損が生じた場合、運行事業者と関係市

町において協議し、欠損額を補助することで路線維持のため引き続き支援を継続していく。 

 

〇単独継続困難の申出路線について 

路線名 起点 経過地 終点 関係市町 

島田静波線 
（島田駅系統） 

島田駅  静波海岸入口 
島田市、吉田町、
牧之原市 

島田静波線 
（島田市立総合医

療センター系統） 

島田市立総合医
療センター 

島田駅 静波海岸入口 
島田市、吉田町、
牧之原市 

利用が多い停留所 島田市民病院、島田駅、島田七丁目、色尾、片岡北、吉田中学校入口 

藤枝相良線 藤枝駅南口 静波海岸入口 相良営業所 
藤枝市、焼津市、
吉田町、牧 之 原 市 

利用が多い停留所 藤枝駅、清流館高校入口、吉田町役場、榛原総合病院、相良局前 

  

〇 負担割合（バス停間を軸に距離按分） 

・対象路線：島田静波線（島田駅前～静波海岸入口） 

 

   

島田駅  静波海岸入口 

島田市(41.67%) 吉田町(35.29%) 牧之原市(23.04%) 

 

・対象路線：島田静波線（島田市立総合医療センター～島田駅前～静波海岸入口） 

 

   

島田市民病院  静波海岸入口 

島田市(47.81%) 吉田町(31.58%) 牧之原市(20.61%) 

 

・対象路線：藤枝相良線（藤枝駅～相良営業所） 

 

    

藤枝駅   相良営業所 

藤枝市(13.56%) 焼津市(11.68%) 吉田町(18.08%) 牧之原市(56.68％) 

 

井口堺 住吉新田 

45.6 ㎞（往路 22.7km、復路 22.9 ㎞） 

9.4 ㎞ 14.4 ㎞ 21.8 ㎞ 

東名大井川 富士見橋 吉田町役場 

53.1 ㎞（往路 26.6 ㎞、復路 26.5 ㎞） 

7.2 ㎞ 6.21 ㎞ 9.6 ㎞ 30.1 ㎞ 

井口堺 住吉新田 

40.8 ㎞（往路、復路とも 20.4 ㎞） 

9.4 ㎞ 14.4 ㎞ 17.0 ㎞ 
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○吉田町地域間幹線系統確保維持費補助金交付要綱 

 

平成２９年１０月１日 

要綱第４１号 

改正 令和２年１０月１日要綱第５２号 

令和３年３月２３日要綱第８号 

令和４年１月２０日要綱第４号 

令和４年３月３１日要綱第３２号 

（趣旨） 

第１条 町長は、地域住民又は通学児童生徒の交通の利便の確保並びに地域間

交流の維持及び促進のため、町域をまたぎ、広域にわたり、幹線となる生活

交通路線を維持する乗合バス事業者に対し、予算の範囲内において補助金を

交付するものとし、その交付に関しては、吉田町補助金交付規則（昭和５４

年吉田町規則第８号）及びこの要綱の定めるところによる。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとこ

ろによる。 

(１) 静岡県生活交通確保対策協議会 地域公共交通の確保、維持及び改善

のために、国、静岡県、県内市町及び乗合バス事業者からなる協議会をい

う。 

(２) 地域公共交通確保維持事業 地域公共交通の存続が危機にひんしてい

る地域において、地域の特性及び実状に最適な交通手段を確保し、及び維

持するために実施される事業をいう。 

(３) 静岡県地域間幹線系統確保維持計画 地域公共交通確保維持改善事業

費補助金交付要綱（平成２３年３月３０日付け国総計第９７号、国鉄財第

３６８号、国鉄業第１０２号、国自旅第２４０号、国海内第１４９号及び

国空環第１０３号。以下「国庫補助金交付要綱」という。）第８条の規定

により静岡県生活交通確保対策協議会において策定された地域公共交通確

保維持事業に係る計画をいう。 

(４) 乗合バス事業者 道路運送法（昭和２６年法律第１８３号）第３条第

１号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者をいう。 

（補助対象者） 

第３条 補助金の交付対象となる者（以下「補助対象者」という。）は、乗合

バス事業者であって、静岡県地域間幹線系統確保維持計画に運送予定者とし

て記載されているものとする。 

（補助対象期間） 

第４条 補助金の交付対象となる期間（以下「補助対象期間」という。）は、

補助を受けようとする年度の９月３０日を末日とした１年間とする。 
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（補助対象路線） 

第５条 補助金の交付対象となる路線（以下「補助対象路線」という。）は、

静岡県地域間幹線系統確保維持計画に確保又は維持が必要として掲載された

運行系統のうち、次に掲げるものとする。ただし、補助対象期間に廃止さ

れ、又は休止された運行系統を除く。 

(１) 島田静波線（島田駅～静波海岸入口系統） 

(２) 島田静波線（島田市立総合医療センター～島田駅～静波海岸入口系

統） 

(３) 藤枝相良線（藤枝駅南口～相良営業所系統） 

（補助金の対象及び額） 

第６条 補助金の交付対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、

国庫補助金交付要綱別表２中２（ただし書を除く。）に定めるところにより

算出された経常費用から、同表中３（ただし書を除く。）に定めるところに

より算出された経常収益並びに国及び県の補助金を控除した額とする。 

２ 町長は、補助対象者が補助対象期間において静岡県地域間幹線系統確保維

持計画に掲載された運行計画の全部又は一部を実施しなかったときは、その

実施しなかった割合に応じ、補助対象経費の全部又は一部を減額するものと

する。 

３ 補助金の額は、補助対象経費の額に補助対象路線ごとに別に定める割合を

乗じた額とする。 

（交付の申請） 

第７条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、吉

田町地域間幹線系統確保維持費補助金交付申請書兼実績報告書（様式第１

号）に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。 

(１) 静岡県地域間幹線系統確保維持計画に定める表２のうち、補助対象期

間における補助対象路線に係る部分の写し 

(２) 国庫補助金交付要綱第１１条に規定する申請書の写し 

(３) 国庫補助金交付要綱第１２条に規定する交付決定及び額の確定通知書

の写し 

(４) 静岡県バス運行対策費補助金交付要綱（平成１３年１１月１日付け政

交第６８号。以下「県補助金交付要綱」という。）第５条に規定する申請

書の写し 

(５) 県補助金交付要綱第７条に規定する交付決定兼確定通知書の写し 

(６) 前各号までに掲げるもののほか、町長が必要と認める書類 

２ 前項に規定する報告書の提出期限は、町長が別に定める。 

（交付決定及び確定） 

第８条 町長は、前条に規定する申請があったときは、その内容を審査し、適

当と認めたときは、吉田町地域間幹線系統確保維持費補助金交付決定通知書
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兼交付確定通知書（様式第２号）により申請者に通知するものとする。 

（交付の条件） 

第９条 町長は、補助金の交付の決定及び確定に際し、次の条件を付するもの

とする。 

(１) 補助金の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、これ

らの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度終了後５年間保管するこ

と。 

(２) 補助金の交付決定があった日から起算して１年間補助対象路線の運行

を確保すること。 

２ 前項第２号の規定にかかわらず、補助金の交付を受けた者は、やむを得な

い事情により運行を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ町長

の承認を得なければならない。 

（補助金の請求） 

第１０条 第８条の規定による通知を受領した者は、補助金を請求するとき

は、当該通知を受領した日から起算して１０日を経過した日までに請求書

（様式第３号）を町長に提出しなければならない。 

（その他） 

第１１条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、公布の日から施行し、平成２９年度分以後の補助金について

適用する。 

（吉田町生活交通確保対策費補助金交付要綱の廃止） 

２ 吉田町生活交通確保対策費補助金交付要綱（平成１８年吉田町要綱第６

号）は、廃止する。 

附 則（令和２年１０月１日要綱第５２号） 

この要綱は、公布の日から施行し、令和２年度分以後の補助金について適用

する。 

附 則（令和３年３月２３日要綱第８号） 

この要綱は、公布の日から施行し、令和２年度分以後の補助金について適用

する。 

附 則（令和４年１月２０日要綱第４号） 

この要綱は、公布の日から施行し、令和３年度分以後の補助金について適用

する。 

附 則（令和４年３月３１日要綱第３２号） 

この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 
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